
ゆとり宣言 

 

私たち国民が生活にゆとりをもち、充実した自由な時間と潤いのある生活を送ることは、

人間性豊かな社会の建設にとって極めて重要である。 

しかし、我が国の労働時間の現状は、欧米諸国と比較し年間２００時間から５００時間

と長く、そのことが多くの勤労国民に豊かさが実感できない大きな要因となっている。 

特に、福井県においては、全国比較で長時間労働県となっており、県民一体となって克

服しなければならない課題である。 

よって、余暇時間の拡大を図り、心身ともに安らぎと豊かさが実感できる社会の実現を

期し、ここに「ゆとり宣言」をする。 
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